様式第３５号　　　　　　　　　　　　　（表）
千葉市マンション耐震改修費補助金交付申請書

［工事費・監理費］

　　　　年　　月　　日

（あて先）千葉市長

〒　　　　　－
申請者住所　　　　　区

　


管理組合の名称
代表者の氏名　　　　　　　 　　  　（※）
（※）法人の場合は、記名押印してください。法人以外でも、     

本人（代表者）が手書きしない場合は、記名押印してください。
連絡先電話番号

　　


連絡先ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ 

@



マンションの耐震改修に係る工事費・監理費に対する補助金の交付を受けたいので、千葉市耐震改修費補助金交付要綱第２８条第１項の規定により、下記のとおり申請します。

記

１　補助事業の目的及び内容

　　　千葉市耐震改修費補助事業要綱第２条第１１号に定める耐震改修に係る工事及び監理

２　補助対象住宅の所在地（地番）、名称

（１）所在地　　　　　　区

（２）マンション名

３　交付申請額（＊）
	金
	千万
	百万
	十万
	万
	千
	百
	十
	円

	
	
	
	
	
	
	０
	０
	０


４　交付申請額の算出の基礎（補助金申請年度分のみ）

（１）補助対象経費（税抜きの見積額）

ア　工事費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　

イ　監理費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　

　　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円　（Ａ）

（２）補助額の算定

ア　既交付決定額（全体設計承認事業の場合）　　　　　　　　　　円　（Ｂ）

イ　補助基本額　　　　　　　Ａ×１／３－Ｂ＝　　　　　　　　　円　（Ｃ）

ウ　限度額　　　　　　　３，０００万円－Ｂ＝　　　　　　　　　円　（Ｄ）

エ　面積単価による限度額
（ア）Is値が０．３以上の部分
51,700円×補助対象面積　　　　　㎡×１／３＝　　　　　　　　　円　（Ｅ）
（イ）Is値が０．３未満の部分
56,900円×補助対象面積　　　　　㎡×１／３＝　　　　　　　　　円　（Ｆ）
　　　（ウ）　　　　　　　　　　　　　Ｅ＋Ｆ－Ｂ＝　　　　　　　　　円　（Ｇ）
オ　補助額　Ｃ、Ｄ又はＧのいずれか低い額　　　　　　　　　　　円　　＊
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（交付申請額は、千円未満を切り捨てる）

（裏面に続く）

（裏）

※複数棟申請する場合は、棟ごとに裏面を作成し、提出してください。

５　補助対象住宅
	建築年月日
	昭和　年　月　日
	構造
	造

	階数
	階
	戸数
	戸

	延べ面積
	㎡
	住宅以外の部分の床面積
	㎡

割合　　　　　　%

	管理組合での決議
	年　　月　　日決議

	□　都市計画法又は建築基準法に違反していない

□　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第９条に基づき、指定された区域に建築されていない
□　過去に千葉市耐震改修費補助事業（設計費除く）による補助金の交付を受けていない


６　構造耐震指標Is値を算出した耐震診断実施年度

実施年度　　　　　年度、Is値　　　　　

７　施工者

（１）会社名　　　　　　　　　　　　　　　　担当者の連絡先　　　　　　　　　　　
（２）区分　□　市内業者・建設業法の許可有り

　　　　　　□　補助対象住宅の建設工事を請け負い、当該住宅を建設又は増築した者

８　監理者

（１）氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　担当者の連絡先　　　　　　　　　　　
（２）区分　□　千葉市マンション耐震診断士

□　千葉市マンション耐震診断士以外の建築士

９　事業期間（予定）

着手　　　　年　　月　　日　　　　　完了　　　　年　　月　　日

（添付書類）

１　申請時に添付する書類（ただし、設計費に係る補助金の交付を受けた場合、（５）、（７）から（１０）は省略できる。全体設計承認を受けた場合、（１）から（１０）は省略できる。）

（１）工事費、監理費の見積書又はその写し

（２）耐震改修工事実施に係る総会の決議書又はこれに代わるもの

（３）施工者の区分に応じ、施工者の要件を確認できる次のいずれかの書類

　　ア　建設業法の許可書（建設業法の許可が有る者の場合）
　イ　建設工事の請負者であることを証する書類（補助対象住宅の建設工事を請け負い、当該住宅を建設又は増築した者の場合）

（４）監理者の要件を確認できる書類（千葉市マンション診断士以外の建築士の場合）
（５）耐震改修設計図書

（６）工程表

（７）現況の耐震診断報告書の写し
（８）耐震診断報告書の作成者が事業要綱第２条第１８号に規定する要件を満たすことを証する書類
（千葉市マンション診断士以外の建築士の場合）
（９）耐震改修の計画認定書又は全体計画の認定書の写し（建築確認が行われた場合は建築確認通知書の写し）

（１０）設計費の補助金申請時に提出するべき添付書類

（設計費の見積書、設計実施に係る総会の決議書を除く）
（１１）市長が必要と認める書類
（注意）本書の捨印は、誤字、脱字その他の軽微な記載修正のために使用するものです。重要事項や意思に関わる変更を行う場合には、改めて確認を行います。






捨印











捨印








